
愛知県中学校総合体育大会に関わる拠点校部活動参加規程 

 

愛知県中小学校体育連盟    

 

 愛知県中小学校体育連盟が、拠点校部活動として参加を承認する精神は、在籍校に希望

する部活動がないこと等の場合に、参加を希望する生徒を一つの学校が受け入れるという

ものである。市町村教育委員会や中学校長会が運動部活動に参加したい生徒の救済事業と

して推進する活動であり、勝利至上主義のための活動ではない。  

なお、拠点校部活動（以下拠点校という）で参加する場合は、以下の条件を満たしてい

ることが必要である。  

 

１ 拠点校部活動とは 

  原則、在籍校に希望する部活動がない等の場合に、参加を希望する生徒を一つの学校

が受け入れるというもの。  

ただし、本規程と「愛知県中学校総合体育大会に関わる複数校合同チーム参加規程」
に則っていることを条件に、県中小学校体育連盟、同運動部、事業主体の連携した判断
により、複数校合同チームと拠点校部活動を合わせた形での大会参加を認める。  

 

２ 事業主体と実施主体  

  実施の事業主体は、市町村教育委員会または市町村校長会（以下、事業主体）とする。  

  実施主体は、市町村立学校・義務教育学校とする。  

 

３ 実施対象校 

  実施対象校は、事業主体に受け入れを認められた学校とする。 

 

４ 実施期間 

  原則１年間（年度単位）とするが、継続も拒まないものとする。  

 

５ 実施上の留意点 

  原則は、事業主体の作成した実施上の留意点によるものとする。  

 ⑴ 参加の承認 

   生徒の在籍校並びに拠点校の校長の承認を必要とする。また、参加生徒及び保護者

は、拠点校の部活動規程・生活指導に同意すること。  

 ⑵ 大会等への参加 

   学校部活動として大会に参加する。登録については、拠点校からの登録とする。  

１つの拠点校の同一競技での参加は、１チームのみとする。  

大会参加等の連絡は、拠点校が対応する。  

 ⑶ 拠点校への移動 

   拠点校への移動に関しては、事業主体の判断に委ねる。  

 ⑷ 安全管理 

  ・ 在籍校から拠点校への移動は、在籍校の指示による。 

  ・ 活動中は、拠点校の規則・顧問の指示に従う。  

・ 在籍校及び拠点校の指導の下での移動及び活動中の事故については、スポーツ  

振興センターの災害共済給付を適応する。 

 

付則 この規程は令和５年４月１日より施行する。  

    付記（令和６年２月13日改訂） 

    （令和８年２月17日改訂） 


